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高原町 
 

 

 

あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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国民健康保険高原病院は、 

令和８年度より国保人間ドックを再開します。 

町民の皆さまの健康を保持し、安全安心な医療を提供できるよう、職員一同尽力いたします。 

 

診療体制（外来） 
◆ 診 療 日 月曜日～土曜日 ※土曜日は午前のみ 

◆ 受付時間  《午前》  ８：００～１１：３０ 

《午後》１３：３０～１６：００ 

診 療 科 目 月 火 水 木 金 土 

外科 

一 般 野口医師 
飯尾医師 

(鹿児島大学) 

幸本医師 

池田院長 
派遣医師 

(鹿児島大学) 
鮫島医師 
（月 1 回） 小田原医師 

(鹿児島大学) 

呼吸器 

(予約制) 
     

森山医師 
(第 1・3 週) 

内科 

一 般 永友副院長 永友副院長 
永友副院長 永友副院長 

永友副院長 県立宮崎病院 

高岡医師 長嶺医師※ 

循環器 

(予約制) 
 濵田医師     

呼吸器 

(予約制) 
有村医師 
（月 1 回） 

   有村医師  

肝  臓 

(予約制) 
     

派遣医師 
(鹿児島大学) 

検査 
（予約制） 

胃カメラ  松田医師 高岡医師 永友副院長 永友副院長  

大腸カメラ  池田院長 池田院長 永友副院長   

※ 長嶺医師は令和８年５月より勤務されます。 

【訪問診療】 
訪問診療 

（施設・在宅） 
 池田院長   池田院長  

 

※ 診療体制は、現時点での予定になります。 

※ 救急の患者さんは、この限りではありません。 

（事前にお電話いただけるとスムーズに対応できます。） 

※ ホームページをご覧になられる方は、右のＱＲコードを御利用ください 

 

問 高原病院 事務室 ☎0984-42-1022（内線：431） 
 

 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №189 

9 

 

 

 

 

 



2 

 

たかはる暮らし応援商品券の配布について 
 物価高騰に直面する住民の生活支援をはじめ、地域経済の活性化を目的とし

て、以下のとおり、町内のお店等で利用できる商品券を配布します。 

●配布額 

 １人あたり１万円分（1,000円の商品券×10枚） 

●配布時期 

 令和８年４月から５月下旬頃までを目途に全世帯へ順次配布します。 
※町民の皆様にいち早く商品券をお届けするためにも、商品券の到着前に配送状況を 

郵便局に問い合わせることはお控えください。 

●配布方法 
 世帯員分をまとめて世帯主様宛てにゆうパック（対面受取）で配送します。 

 

【ご不在の場合】 
 ご不在の場合は、５月下旬頃までは郵便局で保管します。 

 不在票等に記載された連絡先にご連絡のうえ、商品券の受取をお願いします。 

 

【宛所不明等でお届けができない場合】 
  宛所不明等でお届けができない商品券は、４月１３日以降、高原町役場で保管します。 

下表の場合に沿って、商品券の受取手続きをお願いします。 

なお、手続・交付場所は、高原町役場 ２階 企画政策課 企画政策係になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※身分証明ができる物は、マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等をさします。 

※法定代理人であることが証明できる物は、戸籍謄本等をさします。 

※代理希望届出書は町ホームページでダウンロードされるか窓口に設置しています。 

 

●配布対象者 

 令和８年１月１日に高原町に住民登録がある方 
※同年３月 31日までに生まれた新生児は配布対象となります。（手続不要） 

  ※配送までにお亡くなりになられた方につきましては、配布対象外となります。 

●商品券の使用期間 

 令和８年４月１日（水）から令和８年９月３０日（水）まで 

●使用方法 

 商品券は、高原町商工会会員店及び加盟店において使用できます。釣り銭は出

ませんのでご注意ください。また、公共料金や税金の支払い、プリペイドカード、

たばこ等に商品券は使用できません。 

窓口に来られる方 持参品 交付方法 

世帯主本人 身分証明ができる物※ 即日交付 

世帯主以外の世帯員 世帯主と窓口に来られる方の身分証

明ができる物※ 

即日交付 

世帯主の法定代理人 世帯主の身分が証明できる物と法定

代理人であることが証明できる物※ 

即日交付 

それ以外の代理受領者 ・代理受領を希望する方の身分証明

ができる物※ 

・代理受領希望届出書※ 

後日郵送 

問 企画政策課 企画政策係 ☎0984-42-2115 （内線：223） 
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水道メーター器の交換及びメーター器周りの管理について 
 水道メーター器は、計量法の規定により一定期間（８年間）使用しますと交換

しなければならないことになっているため、期限を迎える水道メーター器の交換

を下記の期間に実施しますので、ご協力くださいますようお願いいたします。 

 なお、水道メーター器の交換工事につきましては、高原町が指定する水道工事

事業者が行います。 

 また、水道メーター器の検針を毎月実施していることから、これからの時期に

必要となる水道メーター器周りの草刈りやメーターボックス内の保温材（タオ

ル、ビニール等）を取り除く等の適正な管理を併せてお願いいたします。 

１ 交換期間 令和８年４月６日（月）から令和８年７月 31日（金）まで 

２ 交換メーター器 耐用年月が令和９年までのメーター器が対象です。 

３ 対象世帯 高原町全体で 370個取り換える予定で、全ての世帯には該当しま

せん。 

４ 交換費用 水道メーター器交換に係る費用は無料です。 

問 建設水道課 管理係 ☎0984-42-4960（内線：144） 
 

令和８年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧及び 
固定資産課税台帳閲覧について 

●期  間   令和８年４月１日（水）～６月１日（月） 

（※役場閉庁日を除く） 

●受付時間   午前８時 30分～午後５時 15分 

●場  所   税務課 課税係 

●対 象 者   (1) 固定資産税の納税者 

(2) 固定資産税の納税者の委任状を持参した代理人 

●用意するもの (1) 地番等の確認できるもの（課税明細書や不動産登記簿謄本

等） 

(2) 本人確認書類 

１点の提示：運転免許証・マイナンバーカード等 

２点以上の提示：各種健康保険証、年金手帳、通帳等 

        (3) 代理人の場合は、申請者本人直筆又は記名押印による委任 

状と代理人の本人確認書類 

●そ の 他   対象者の確認ができないときは、縦覧・閲覧をお断りしますの

で、上記の書類等を必ず持参してください。 

問 税務課 課税係 ☎0984-42-2113（内線：113） 
 

宮崎県原油価格・物価高騰等対策事業（農業関係）について 
不安定な国際情勢等の影響による燃油、生産資材等の価格高騰は、今後も長期

化が懸念されています。 

このため、宮崎県農政水産部では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交
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付金/重点支援地方交付金を活用し、令和８年２月宮崎県補正予算において、燃

油、肥・飼料、資材等の価格高騰に対する対策が講じられました。農業分野につ

いては主に以下のとおりです。 

◆ 茶業物価高騰緊急対策事業 

◆ 施設園芸物価高騰緊急対策事業 

◆ 露地園芸物価高騰緊急対策事業 他 

なお、上記を含む各事業につきましては、宮崎県農政水産部が運営するウェブサ

イト「ひなたＭＡＦｉＮ（マフィン）」の【原油価格・物価高騰等対策：特設ペ

ージ】に掲載されていますので、下記ＱＲコード及びＵＲＬからアクセスしてご

確認ください。 

 

 

 

 

 

https://hinatamafin.pref.miyazaki.lg.jp/soshiki/noseikikakuka/3172.html 

ただし、事業の詳細につきましては、要領・要綱が現在整備中のものや、対象

者、申し込み期限も事業毎ごとに異なるため、まずは下記連絡先までご相談くだ

さい。 

問 農畜産振興課 農産園芸係 電話 0984-42-5132（内線：253）   
 

令和８年度 未来につなぐ園芸基盤強化対策事業事業について 
高原町は園芸作物を生産する認定農業者や、新規就農者等を支援するため、今

年度も補助事業を実施します。 

メニュー① 

 施設園芸強化対策事業 （補助率 1/３以内） 

ハウス施設設備や施設園芸に関する機械導入費等に係る経費の一部を支援 

例：ハウスの新設・移設、ハウス補強、被覆資材、谷部資材等、加温

機等、環境モニタリング装置、炭酸ガス発生装置等 

メニュー② 

 露地園芸強化対策事業 （補助率 1/３以内）  

露地園芸に関する機械導入等に係る経費の一部を支援 
（ただし汎用性の高い機械は除く） 

例：うねたて機等、マルチ張り機等、移植機や防除用機械等、各種収
穫又は収穫作業に必要な機械等 

 

https://hinatamafin.pref.miyazaki.lg.jp/soshiki/noseikikakuka/3172.html
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メニュー③ 

出荷調整等施設強化対策事業 （補助率 1/３以内）  
農産物の出荷・調整作業に必要な施設の整備に係る経費に係る経費の一部を

支援 
例：出荷調整施設等の改修等 

 ◆受付期間 令和８年度内（ただし、令和９年３月 31 日までに納品、施工、

支払いが完了するもの） 

 ◆受付場所 高原町農畜産振興課（高原町役場２階） 

◆必要書類 印鑑、カタログ、見積書（３者）、高原町税完納証明書 

◆注意事項 ※ 毎年、資材や機械等を導入後に補助金の相談が数件ありま 

す。導入後は対象になりませんので、必ず導入する前に御相談    

ください。 

各種事業の詳細や御不明な点等ございましたら下記連絡先に

お問い合わせください。 

問 農畜産振興課 農産園芸係 電話 0984-42-5132（内線：253）   
 

セルフケア講座 「足裏マッサージで元気になろう！」 

募集のお知らせ 
標記について下記の通り募集いたします。 

１ 開催日時 

① ４月 28日（火）10時 00分～１時間程度 

② ５月 26日（火）10時 00分～１時間程度 

③ ６月 23日（火）10時 00分～１時間程度 

２ 開催内容 

   足裏を刺激することで、頭や内臓の活性化が期待できます。春は体が

重だるくなる季節といわれています。この時期に足裏を刺激して、すっ

きりと元気な毎日を過ごしてみませんか。 

３ 対象 

   18歳以上の町民（高校在学者は除きます。） 

 ４ 費用  

無料 

 ５ 定員 

   20名程度 

 ６ 準備するもの 

   汗拭き用タオル、動きやすい服装でお越しください。 

 ７ 場所 

   ほほえみ館（畳部屋） 

 ８ 講師 

   幸田 麻紀 氏 （高原町在住） 

（アーユルケアはうすモークシャ・ハタイ自然療法センター代表） 
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   略歴：2009年にアーユルヴェーダ施術者として按摩マッサージ指圧師 

      を取得後、整形外科勤務を経て、2011年に宮崎県へ移住、 

      現在、高原町を中心に日本の薬草を活用したアーユルヴェーダ 

      の普及に努め、県内各地で健康に関する研究や講座を展開中。 

   資格：按摩マッサージ指圧師・調理師等 

 ９ 申込みについて 

（１） 申込回数：全３回、一括でのお申込みとなります。 

※２回目、３回目からの申し込みも可能です。 

（２） 申込期間：各開催日の前日まで 

（３） 申込方法 

① 電話でのお申込み：0984-42-4820 

② ほほえみ館来館：健康課 健康推進係にてお申込みください。 

 10 その他  

   御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 健康課 健康推進係 ☎0984-42-4820（内線：456） 
 

防災無線でのたかはる学園の校歌の放送について 

たかはる学園（新たな高原小学校と高原中学校）の校歌が完成しましたので、

防災無線で下記のとおり放送します。なお、旧６小中学校の校歌も、これまでど

おり放送します。 

● 放送開始 令和８年４月１日(水)から  

● 放送日時 午後５時の時報に合わせて 

● 放 送 順 日曜日：たかはる学園（新たな高原小学校・高原中学校） 

月曜日：旧高原小学校  火曜日：旧広原小学校 

       水曜日：旧狭野小学校  木曜日：旧後川内小学校 

       金曜日：旧後川内中学校 土曜日：旧高原中学校 

 御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 教育総務課 学校教育係 ☎0984-42-1484（内線：412） 
 

令和８年度グラウンド・ゴルフ教室の開催について 
 本町は住民が健康で元気に幸せに暮らせる新しい都市モデルであるＳＷＣ

（スマートウエルネスシティ）構想に取り組んでいます。  

その一環として、誰もが気軽に取り組め、健康増進、介護予防にも期待できる

生涯スポーツとして、グラウンド・ゴルフを推進しています。 

グラウンド・ゴルフ教室では、グラウンド・ゴルフ協会の普及指導員が未経験

者や初心者の方、練習を積みたい方を対象に楽しんでいただくよう懇切丁寧にお

手伝いをします。この機会に、ぜひ、ご参加ください。 

記 

１ 日  時  令和８年４月 19日（日）午前９時 00分～午前 11時 00分 

        ※予備日 ４月 26日（日） 

２ 場  所  高原町総合運動公園ふれあい広場 
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３ 対 象 者  未経験者または経験の少ない方 

４ 参 加 費  無料 

５ そ の 他  （１）道具の無い方は、協会で準備します。  

        （２）当日参加も可能です。 

６ 問い合わせ先  高原町グラウンド・ゴルフ協会 

        折尾 雄二（080-1789-5292） 

 ７ 今後の予定  第２回    ６月 ７日（日） ※予備日   ６月 14日（日） 

           第３回    ９月 ６日（日） ※予備日   ９月 13日（日） 

         第４回 11月 ８日（日） ※予備日 11月 15日（日） 

         第５回 12月 13日（日） ※予備日 12月 20日（日） 

問 教育総務課 社会教育係 ☎0984-42-1484（内線：415） 
 

第 37回神武の里総合武道大会について 

 標記大会について剣道競技及び弓道競技が下記日程で開催されます。 

県内外より多くの選手が本町に来られます。ぜひ、町民の皆様の応援をお願い

いたします。 

 

 

 

  

 

 

  

御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

 剣道競技 弓道競技 

開 催 日 令和８年４月 26日（日） 令和８年５月 31 日（日） 

会  場 高原中学校体育館 高原中学校弓道場 

開 会 式 午前８時 40分～ 午前９時 00分～ 

競技開始時間 午前９時 30分～ 午前９時 30分～ 

問 教育総務課 社会教育係 ☎0984-42-1484 (内線：414,415) 
 

宮崎県防災・防犯メール情報サービスの登録のご案内 
スマートフォン又はパソコンから下記メールアドレスに空メールを送信する

と、仮登録確認メールが届き、受信したメールに、本登録用ＵＲＬが記載されて

いますのでそちらをクリックして、本登録ページに接続して、案内に従って登録

してください。バーコード読み取り機能を使用する場合は、ＱＲコードを読み取

ってください。                     (ＱＲコード) 

(メール)                         

 bousai.miyazaki-pref@raiden2.ktaiwork.jp 

【サービスに関するお問い合わせ】           

宮崎県危機管理課 ☎0985-26-7064       
 

 



令和８年４月１日 
 町民各位 

高原町長  丸山 裕次郎 

（公  印  省  略） 
 

令和８年度高原町会計年度任用職員の募集について 
 
 令和８年４月以降採用の会計年度任用職員を下記のとおり募集します。 
 会計年度任用職員とは、一会計年度（令和９年３月 31日まで）を超えない範囲内で任用
される一般職の非常勤職員です。 
 
１  受験資格、採用職種、勤務条件等 

（１）受験資格 
  次のいずれにも該当しない方（地方公務員法第１６条） 

（ア）拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること 
がなくなるまでの者 

（イ）会計年度任用職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過 
しない者 

（ウ）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を 
暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入し 
た者 

 
（２）採用職種、採用予定人数、業務内容、必要免許等、勤務条件等 

採用職種 
採用
予定
人数 

業務内容 必要免許・経験等 勤務形態 報酬額 

一般事務 １名 

・税務業務(徴収
事務含む)全般 
・パソコンによ
るデータ入力、
書類整理、電話・
窓口対応等事務 

簡単なパソコン作
業 

原則として月曜日か
ら金曜日の午前 8 時
30分から午後 5時 15
分までの間で、勤務
場所によって定めら
れた時間 

（1日６時間勤務） 

月額 
155,070 円 
    ～ 

子ども家
庭支援員 

１名 

・児童及び妊産

婦の福祉や母子
保健の相談等 

社会福祉士、精神保
健福祉士、公認心理

師又は教育職員免
許法に規定する普
通免許状を有する
者 

月額 

209,806 円 
    ～ 

 

○任用期間 
任用期間は、原則として採用の日から令和９年３月 31日の間となります。 
任用後１か月間は試用期間となります。 

○手当等 
 ・費用弁償（通勤手当） 

通勤距離によって費用弁償（通勤手当）が支給されます。ただし通勤距離によっては 

支給されない場合があります。 
 ・時間外手当 
   職種、勤務場所によって定められた時間外の勤務が生じた場合に支給されます。 

回覧 



 

 ・期末手当等 
   報酬及び任用期間等に応じて支給されます。 
○休日 
  原則として週休日（土曜、日曜）及び国民の祝日並びに 12 月 29 日から翌年１月３日
までの日が休日となります。 

○休暇 
  年次有給休暇、夏季休暇、忌引休暇等があります。 
○社会保険等 
  地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法の定めるところにより 
それぞれ加入します。 

 

２ 選考方法 
  高原町役場において、面接試験を実施します。 
  ※面接日時の詳細は、応募者へ個別に通知します。 
 
３  受験手続 
（１）必要書類 

（ア） 申込用紙 
（イ） 保有している資格等の証明書の写し 

 
（２）申込用紙の交付場所 高原町役場２階 総務課 行政係 

（高原町ホームページからもダウンロード可能です） 
（３）申込用紙の提出先 

      高原町役場総務課 
     （〒889-4492  宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地） 

   所定の申込用紙に必要事項を記入し、直近３か月以内に撮影した写真を所定のと
ころに貼って提出してください。写真の貼っていないものは、受け付けられない場合
がありますので注意してください。 
※ 郵送する場合は必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便にして、その際郵便局窓口で
交付される「書留郵便物受領証」は、受験票が到着するまで保管しておいてくだ
さい。なお、封筒の表には、「高原町会計年度任用職員採用試験受験」と朱書きし
てください。 

 
（４）受付期間 

４月１日（水）～４月 20日（月）８：30～17：15（土日祝日を除く。） 
郵送の場合は４月 20日（月）必着となります。 
※受付期間終了までに採用者が決定した場合は、随時募集を締め切ります。 

 
４  合格から採用まで 

合格発表は、合格者に個別で通知いたします。 

 
５ 問い合わせ先 

  高原町役場 総務課 行政係 
  住 所 〒889-4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 
  ＴＥＬ 0984-42-2112（内 211）E-mail soumu@town.takaharu.lg.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

          
 

 

 

                                      

 ※ どの会場でも参加も可能ですので、御都合の良い日に御参加ください。 

議員名  岩元礼子  福澤卓志  温水宜昭  山下香織 

西嶋陽代  外村 仁   郡山貞利   末永 充   前原淳一 

 

 

                 

期   日 場  所 時 間 備考 

４月２０日(月) 狭野体育館 午後 

７時００分 

～ 

８時３０分 

どの会場で

も参加でき

ます。 

４月２１日(火) 後川内体育館 

４月２２日(水) 広原体育館 

４月２３日(木) ほほえみ館中研修室 

高 原 町 議 会 主 催 

議 員 と 語 ろ う 会 
～町民のみなさまとの意見交換会～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先   最寄りの高原町議会議員 又は 高原町議会事務局 

・TEL ０９８４－４２－５１３８  ・メール gikai@town.takaharu.lg.jp 

（内容） 

○議会からの報告 

○意見交換会 

テーマ～ 高原町のまちづくりを考える 

「これからの高原」 「物価高騰による生活へ

の影響」 「暮らしの困りごと」 など 

  ※グループに分かれて行います 
 

 

 

 

 



事 務 連 絡  

令和 8 年４月１日  

 後川内地区住民の皆様 

 

後川内まちづくり準備委員会事務局  

 

「うしとぐっベース」（後川内まちづくり協議会）の設立会議の御案内 

 

 令和７年４月から１年間活動を続けてきました「後川内まちづくり準備委員

会」が、後川内地区での困り事や課題を解決するために取り組む新たな組織を設

立します。後川内小学校跡地を拠点に、後川内の地域住民、企業、団体と連携し

ながら地域づくりを行いますので、下記の設立総会にぜひご参加ください。 

また、これまでの取組内容は裏面「後川内まちづくり便り」に掲載しています

ので、ぜひご覧ください。 

 

１ 開催日時・場所 

日時：令和８年４月２３日（木）19：00～ 

場所：上後川内地区多目的活動施設（上後川内公民館） 

 「後川内まちづくり準備委員会」の活動を終え、新し

い組織「うしとぐっベース」の設立総会を行います。会

長を始めとした役員就任や今後の事業計画について説

明、承認をいただきます。ぜひご参加ください。 

 

２ 参加方法 

  事前申し込みは不要です。上記の開催日時・場所にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 
問合せ先 

後川内まちづくり準備委員会事務局 

（高原町企画政策課内）42-2115 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

後川内まちづくり便り 

後川内まちづくり準備委員会 

だよ 

第 11号（R8.4.1） 

発行：準備委員会事務局 

高原町企画政策課（0984-42-2115） 

後川内のまちづくり協議会「うしとぐっベース（後 Good Base）」 

会長を始めとした役員就任や組織体制、

後川内小学校の活用を含む今後の事業計

画について説明、承認をいただく予定です。

取組内容については、５月以降の「うしとぐ

っベース便り（仮）」にてご紹介予定です。 

■開催日時 

■開催場所 上後川内多目的活動施設 

■内容 

設立総会を開催します 
 

 

 

 

 

 

令和 8年 4月 23日（木) 

19：00～ 

「うしとぐっベース」の名前の由来 

後 Good Base 

意味 

表記 

読み方 

【お知らせ】集落支援員のご紹介 

２月に募集しました集落支援員が決定しまし

たのでご紹介します。竹内さんは、今後「うしと

ぐっベース」の事務局員として、役場企画政策

課や後川内小学校で活動する予定です。 

■名前 

竹内 友美 

■地区・班 

下後川内区・ 

地蔵原班 

 

■着任にあたって 

ひとこと 

令和６年度の後川内語ろう会から始め、

後川内まちづくり準備委員会の活動に関わ

ってきました。閉校になる後川内小学校を

中心に、地域の皆さんが集まれる場所を作

り、困りごとの解決などに尽力していきたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。 

集落支援員の業務について 

後川内地区の人口・世帯の動向、生活環境、

集落内での支え合いの状況など、現状を幅広く

把握します。 

■集落点検の実施  

後川内地区の住民や役場との話し合いを行

います。 

■話し合いの実施 

集落の維持・活性化に向けた取組や取組主

体となるまちづくり協議会の事務局業務など（地

域交通の確保、高齢者の見守りサービス、集落

の自主的活動への支援 等）を行います。 

■集落の維持や活性化の対策 

事務局となる後川内小学校の環境維持なども

行う予定です。 

■その他 

主に、以下のような業務を行います。 

※ 「後川内」を方言で「うしとぐっ」と呼びます。 

うしとぐっ   ベース 

（うしろ） （グッド） （ベース） 

後川内 基地 の 

後川内の住民が気楽に立ち寄れる良い居場所、

地域活動の核・拠点の意味を込めました。 



 

 

 

令和８年４月１日   

 各 位 

高原町長 丸山 裕次郎   

 

令和８年度狂犬病集合注射日程（お知らせ） 
 

 狂犬病は、犬だけでなく人にも感染する危険な病気です。この病気が発症すると、

人も犬も、ほぼ１００％の確率で死亡します。 

 狂犬病から尊い命を守るために、愛犬の予防接種をしましょう。 

 注射料金は、１頭につき３，３００円です。 

 
○飼い犬の登録がお済みでない方の新規登録料金は、１頭につき３，０００円です。

狂犬病予防法第４条により、犬の登録と鑑札を犬に装着することが義務付けられて

います。また、同法第５条により、狂犬病予防注射の実施と狂犬病予防注射済み票

を犬に装着することが義務付けられれています。 

 ひとつでも違反があれば、20 万円以下の罰金が科されることがあります。 

○会場には、飼い犬を制御できる大人の方が連れてきてください。 

○集合注射では自宅訪問による注射は行っておりませんのでご了承ください。 

 

月 日 会場 実施時間

高原町役場東側駐車場

上後川内地区リサイクル集積所

高原町役場東側駐車場

西広原活性化センター

上広原地区多目的活動施設

下広原構造改善センター

高原町役場東側駐車場

高原町役場東側駐車場 13:30～15:00

4月

23
(木)

24
(金)

28
(火)

20
(水)

5月

越農業構造改善センター

蒲牟田活性化センター

13:30～13:55
14:10～14:30
14:45～15:15

祓川神楽殿

南狭野活性化センター

北狭野神武ふるさと館

遠竹氏宅前 （花堂橋近く）

並木公民館

9:25～9:55
10:10～10:35
10:55～11:15湯之元集落センター

8:45～9:10

9:15～9:35

15:30～16:00

9:55～10:25

8:45～9:05

9:00～9:20

鹿児山農業構造改善センター

出口農業構造改善センター

下後川内地区リサイクル集積所

9:30～11:00
13:30～15:30

9:35～10:05

10:40～11:15
13:30～15:30

10:20～10:40

お問い合わせ先  町民課環境係 ☎４２－１０６７ 

 

回覧 







令和８年４月１日  

 

 狭野地区の皆さまへ 

 

高原町長 丸山 裕次郎 

（公 印 省 略）  

 

公立保育所運営における今後の方針等についての報告会開催の御案内 

 

 陽春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

皆さまにおかれましては、日頃から本町の行政運営に多大なる御理解と御協

力を賜り、心より感謝申し上げます。 

 さて、このたび本町では、長年にわたり地域の皆さま及び多くの方々にご利

用いただきました狭野保育所について、令和９年３月 31日をもちまして閉所

することとしております。 

つきましては、閉所の決断に至った経緯や理由などについて、地域の皆さま

に直接御説明させていただく機会として、以下のとおり報告会を開催いたしま

す。 

お忙しい中大変申し訳ございませんが、何卒御参加くださいますようお願い

申し上げます。 

 

記 

 

１ 日時及び場所  令和８年４月 24日（金）午後７時～ 

   狭野体育館 

 

２ 内    容  公立保育所の運営方針について 

 

 

本案内に関しまして御不明な点がございましたら、健康課子育て支援係まで

お気軽にお問い合わせください。 

皆さまの御参加を心よりお待ち申し上げております。 

【文書取扱 健康課】 

連絡先 子育て支援係 

住 所 高原町西麓 360番地１ 

ほほえみ館 

ＴＥＬ ２１－２４２３ 



各　位

１ 交通規制区間 裏面に記載

２ 交通規制期間 令和　８年　４月１４日（火）　　　８時００分　から

令和　８年　４月２１日（火）　　１７時００分　まで

３ 問い合わせ先

代表取締役　勝吉　力斗　TEL　０９８４－４７－０６１７

高原町役場　建設水道課

電話   代表   0984－42－2111

（直通 　0984－42－4959）

回　　覧

令和８年４月１日

山林伐採に伴う全面通行止めについて（お知らせ）

高原町長　丸山　裕次郎　　

（公印省略）　　　

　春陽の候　皆様におかれましては、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。
　
　また、日頃より町政に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　今回、山林伐採に伴い、町道　牟田山２号線の交通規制（全面通行止め）を行いま
す。

　皆様には大変御迷惑おかけしますが、御理解いただき御協力賜りますよう、よろしく

お願いいたします。
　

記

株式会社　勝吉木材

（文書取扱　建設水道課）



　春陽の候
皆様にお
かれまして
は、益々御
清祥のこと
とお喜び申
し上げま
す。
　
　また、日
頃より町政
に御協力を
賜り、厚く
御礼申し上
げます。

　今回、国
道２２１号
の歩道整
備工事に
伴い、町道
馬登・二葉
線の交通
規制（全面
通

行止め）を
行います。
　
　皆様には
大変御迷

位置図

畜産試験場

九州エスエムシー㈱




